
自
律
型
企
業

へ
の
成
長

専門家の派遣による
経営課題の解決支援

企業の抱える様々な課題を解決するため、経営課題に対応した
分野の専門家を派遣します。

自動⾞関連産業への
参入支援

⾃動⾞に関する専門知識を持ったコーディネーターを配置し、
新技術の開発や新分野進出を支援します。

受
注
促
進

販
路
開
拓

取引情報の収集・斡旋
支援

県外に発注開拓コーディネーターを配置し、県外の取引情報を
収集すると共に、県内企業の取引斡旋及び販路開拓を支援します。

専門展示会の出展支援
商談会の開催

専門展示会、広域商談会等を通じて、県内企業の技術⼒を広く
ＰＲし、受注獲得を支援します。

単独で展示会に出展する企業に対し、経費の一部を助成します。

展示会出展後の商談や県外での新規販路開拓に必要な旅費の他、
物流費、映像やデジタルコンテンツ作成費の一部を助成します。

食品関連産業の
販路開拓等の支援

食品のコーディネーターによる商品ブラッシュアップやＯＥＭ・
ＰＢマッチングの他、商談会等により販路開拓を支援します。

海
外
展
開
支
援

海外ビジネス相談対応 専門相談員が海外取引や貿易⼿続等の貿易に関する相談に対応し、
専門的な助⾔を⾏います。

海外販路開拓支援

とっとり国際ビジネスセンターのコーディネーターや専門相談員
が海外での商談等に同⾏し、海外販路開拓をサポートします。

海外⾒本市・商談会等への参加経費や海外販路開拓に向けた動画
作成経費などの一部を助成します。

海外企業との取引の成約率を⾼めていくため、外部専門家を派遣
します。

公益財団法人鳥取県産業振興機構
鳥取県産業振興機構では、県内中小企業等の持つ「経営基盤の強化」、

「技術⼒の向上」、「営業⼒・販売⼒の強化」、「⼈材の育成」等の
課題に対し、マネージャー・コーディネーターによるワンストップ支援
で、⼊⼝から出⼝までサポートを⾏っています。

起
業

創
業

起業・創業の支援 起業化促進ファンドの運用益を活用し、新たな事業に意欲的な
創業者を支援します
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医療・福祉関連機器
分野への進出支援

「とっとり医療・福祉関連産業ネットワーク」の運営を通し、
県内企業の医療・福祉関連機器分野への参⼊を支援します。
認証取得や機器開発、専門家派遣の経費の一部を助成します。
専門展示会への出展支援、県外企業との商談会や個別マッチング
により販路開拓を支援します。

ＡＤＡＳ・ＥＶ分野
への参入支援

「とっとり出島イノベーションプロジェクト」を推進し、中国の
大学との連携やＥＶ関連企業とのマッチングの場を提供すること
等によりＡＤＡＳ・ＥＶ分野への参⼊を支援します。

各種競争的資⾦の獲得
及び活用支援 サポイン等外部資⾦の活用による新技術の開発を支援します。

経営基盤の強化

技術・経営の革新



お問合せ先
公益財団法人
鳥取県産業振興機構

〒689-1112
鳥取市若葉台南7丁目5番1号

【連絡先】
■TEL︓0857-52-3011
■FAX︓0857-52-6673
■E-mail︓staff@toriton.or.jp

（総務企画部）

専門家による事業の再生・改善
計画策定と⾦融機関調整の支援

事業再生・経営改善・保証債務整理に向け、関係機関と連携
した支援や⾦融機関との交渉等を⾏います。

専門家による事業承継の支援
「親族や従業員に承継したい」「後継者がいない」「事業を
承継したい」「経営者保証を解除したい」方に対し、ご紹介
等を⾏い、承継が円滑に⾏えるよう最後まで支援します。

事業再生・経営改善の支援、事業承継の支援

スマートものづくり推進支援
県内企業の競争⼒強化に向けて、ＤＸ推進の一環として、⾃
社でのＩｏＴ導⼊を担う現場リーダー等の育成、企業ニーズ
やトレンドに対応した各種セミナーや研修を開催します。

産業人材の育成

バイオ関連産業の事業化支援と
人材育成

バイオ産業における新技術の実用化、製品の研究開発などを
支援します。また、専門知識を持ったバイオ⼈材の育成を
支援します。

染色体工学研究拠点の形成

知
的
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アイデア段階から事業展開
までの知財に関する支援

特許出願、商標出願等の支援、また、知的財産の移転や導⼊
による事業化の支援を⾏います。

外国特許出願等の支援 外国特許出願、商標出願等を⾏おうとする中小企業に対し、
外国出願に要した費用を補助します

「未来を拓く︕ がんばる企業のパートナー」

異業種の企業交流を兼ねた県内外先端産業の視察等のご案内

当財団の各種事業に関する情報提供

会員のみを対象とした講演会・セミナー(無料)のご案内

当財団主催のＩＳＯ取得セミナー等の料金割引

展示会(一部)の出展費用割引

会員総会を年1回以上開催し、会員相互の交流機会を提供


